
職　　種 　適時調査員

　九州厚生局宮崎事務所

採用予定数

・施設基準の届出・報告に関する保険医療機関等からの相談の処理

・施設基準の届出・報告に関する業務の処理及び補助

・施設基準の適時調査（保険医療機関等での関係帳簿の確認等）の実施業務の処理及び補助

・その他、保険医療に関する業務のうち、九州厚生局長が必要と認めるもの

　令和８年４月１日～令和９年３月３１日

　※採用後、実際に勤務した日数が１５日に達するまでは条件付任用期間となります。

　※任期満了後、任期を付した再採用の可能性あり（条件付：次年度予算・勤務実績に応じて判断）

　週４日勤務　８時３０分～１７時１５分（昼休み１時間）

  ※勤務を要しない日は、土・日・祝日・年末年始（１２/２９～１/３）

　日給　９，３２０円　～　１１，９９０円

　※その他、賞与、通勤手当支給（当局規定による）

　※社会保険、雇用保険加入（ただし、健康保険については、加入要件を満たす場合、

　　国家公務員共済組合に加入）

　※退職手当の支給無し

・公募期間：令和８年２月２５日（水）まで

　※応募者が多数の場合は、公募期間に関わらず募集を締め切る場合があります。

・事前に電話連絡のうえ、「履歴書(顔写真貼付)」･「職務経歴書」を九州厚生局宮崎事務所まで

　郵送願います。（「令和８年２月２５日（水）」必着）

　※履歴書の左上余白に「適時調査員（九州厚生局宮崎事務所）応募」と朱書きして下さい。

　※保険医療に関する実務経験、またはこれに準ずる経験等を履歴書に記載願います。

　※合否を問わず、送付いただいた履歴書等は返送いたしません。
 
・書類選考通過者には、面接の日時等を連絡いたします。

　高校卒業以上の学歴を有し、次の知識又は経験を有する者

　・保険診療に関する実務経験、またはこれに準ずる経験を有すること

　・マイクロソフトオフィス等により書類の作成・編集が可能であること

●国家公務員法第38条の規定により国家公務員になることができない方、

　平成11年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている方(心身耗弱を原因とするもの

　以外)は応募できませんので、ご了承ください。

●年次有給休暇は人事院規則に従って付与します。

●採用された方には、採用後、卒業証明書、勤務証明書を提出して頂きます。

非常勤職員募集情報

項　　目 募　　集　　内　　容

勤　務　先

業務内容

　　〒８８０－０８１６　　宮崎市江平東２－６－３５　３階

　１名

　雇用開始日時点で、公選による公職にある者又はその候補者、医療機関等又は地元医師会等

　の職員などではないこと。

備考

任　　期

　〒８８０－０８１６　　宮崎市江平東２－６－３５　３階
　　　九州厚生局宮崎事務所　担当：藤田　　【ＴＥＬ】 ０９８５－７２－８８８０

応 募 先
(照 会 先)

勤務日時

給　　与

応募方法等

応募資格


